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１．本試験の出題形式は，記述式等５題（15問）です。 

２．筆記用具，計算器具（プログラム電卓等を除く）の持込みが認められています。 

３．試験問題については，特に指示のない限り，2009年４月１日現在施行の法令等

に基づいて解答してください。 

４．試験時間中は，乱丁・落丁，印刷不鮮明に関する質問以外はお受けできません。

５．不正行為があったときは，すべての解答が無効になります。 

６．解答用紙の注意事項を必ずお読みください。 

７．その他，試験監督者の指示に従ってください。 

《退席時の注意事項》 

s試験開始後60分経過した時点で中途退出できます。中途退出をする場合には，試

験監督者に解答用紙を必ず手渡してください。問題用紙はお持ち帰りください。 

s試験終了時間10分前からは退出できません。試験終了後，試験監督者が解答用紙

を回収しますので，着席したままお待ちください。 
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解答にあたっての注意 

 

1. 応用編の設例は，【第１問】から【第５問】まであります。 

2. 各問の問題番号は，「基礎編」（50問）からの通し番号となっています。

3. 最後に，速算表等の資料がありますので，適宜利用してください。 

4. 解答にあたっては，各設例および各問に記載された条件・指示に従う

ものとし，それ以外については考慮しないものとしてください。 

5. 解答は，解答用紙に記入してください。 

 

 

 



 －2－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

【第１問】 次の設例に基づいて，下記の各問（《問51》～《問53》）に答えなさい。 

《設 例》

Ｘ社に勤務するＡさん（59歳）は，妻Ｂさん（54歳）との２人暮らしである。Ｘ社は，

満60歳の定年制を採用しているが，「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により，平

成18年度から継続雇用制度を導入している。Ａさんは，定年退職後もＸ社の継続雇用制度

を利用して同社に勤務する予定であるが，65歳までの雇用確保措置や再就職援助措置につ

いて理解したいと考えている。 

また，Ａさんは，妻Ｂさんが病気で約１カ月間入院することになったため，健康保険の

高額療養費制度についても知りたいと思っている。 

そこで，Ａさんは，高年齢者の雇用確保措置や再就職援助措置および健康保険等の社会

保険からの給付について，ファイナンシャル・プランナーであるＣさんに相談することに

した。 

なお，Ａさん夫婦の社会保険の加入歴等は，以下のとおりである。 

 

＜Ａさんの家族構成と社会保険の加入歴等＞ 

Ａさん（本人） ：昭和24年12月10日生まれ 

：厚生年金保険の加入歴 

・昭和43年４月１日から引き続き被保険者である。 

：全国健康保険協会管掌健康保険に加入している。 

・現在の標準報酬月額は560千円である。 

：雇用保険の一般被保険者である。 

Ｂさん（妻） ：昭和29年11月５日生まれ 

：厚生年金保険の加入歴 

・昭和48年４月～昭和54年９月（78カ月） 

：国民年金の加入歴 

・昭和61年４月から現在に至るまで，第３号被保険者である。 

・昭和54年10月から昭和61年３月まで任意加入し，保険料を納付して

いた。 

：現在および将来も，Ａさんと生計維持関係にあるものとする。 

：現在および将来も，障害基礎年金の受給権を取得することはないもの

とする。 

子ども（２人） ：長男と長女がいるが，ともに結婚して独立している。 

 

上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。 

 



 －3－ 〈2009.9 １級・学科（応用）〉

《問51》 高年齢者の雇用確保措置および再就職援助措置に関して，Ｃさんが説明した次の文章の

空欄①～③に入る最も適切な語句または数値を，下記の語句群のなかから選び，解答用紙

に記入しなさい。 

 

定年年齢を65歳未満に定めている事業主は，「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」

により，平成18年４月１日から，その雇用する高年齢者の65歳までの雇用を確保するため

の措置（高年齢者雇用確保措置）として，「（ａ）定年の引上げ，（ｂ）継続雇用制度の導

入，（ｃ）定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。ただし，高年齢

者雇用確保措置の導入義務に係る年齢については，直ちに65歳までの引上げを企業に求め

ることは企業の負担が過大となるため，平成（ ① ）年４月１日までに段階的に引き上

げられる。 

また，継続雇用制度の導入については，希望者全員を対象とする制度の導入を原則とす

るが，（ ② ）により，継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め，当該基準

に該当する高年齢者を対象とする制度の導入が認められている。 

事業主は，「事業主都合による解雇等」または「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係

る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる退職」により離職予定

の（ ③ ）歳以上65歳未満の高年齢者等が希望する場合，高年齢者等の職務の経歴，職

業能力等の再就職に資する事項および事業主が講ずる再就職援助措置を記載した「求職活

動支援書」を作成し，当該高年齢者等に交付しなければならない。 
 

〈語句群〉

23  24  25  35  45  55  労使協定  就業規則  労働契約 

 



 －4－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

《問52》 Ａさんが，Ｂさんの療養に要する費用について，健康保険からの高額療養費を現物給付

として受ける場合，Ｃさんが，以下の＜資料＞を使用して説明した次の文章の空欄①～③

に入る最も適切な数値を，解答用紙に記入しなさい。 

 

平成19年４月から，健康保険の被保険者または被扶養者が入院した場合，一医療機関の

窓口で支払う一部負担金を，その世帯の所得区分に応じた自己負担限度額までとすること

ができる制度が（ ① ）歳未満の者にも拡大された。ただし，この制度を利用するため

には，事前に保険者に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し，「健康保険限度額適用

認定証」の交付を受け，医療機関の窓口に健康保険限度額適用認定証と被保険者証を提出

することが必要となる。 

仮に，平成21年９月に，Ｂさんの病気入院で900千円の医療費がかかり，事前に健康保険

限度額適用認定証の交付を受けていた場合，Ａさんは，医療機関に一部負担金のうち

（ ② ）円を支払えばよく，実際の一部負担金との差額（ ③ ）円が現物給付されるこ

とになる。 
 

＜資料＞ 医療費の自己負担限度額（月額） 

所得区分 自己負担限度額 

上位所得者 150,000円＋（医療費－500,000円）×１％ 

一般 80,100円＋（医療費－267,000円）×１％ 

低所得者 35,400円 

 



 －5－ 〈2009.9 １級・学科（応用）〉

《問53》 仮に，Ａさんが，60歳の定年退職後もＸ社の継続雇用制度を利用して同社に勤務し，63

歳で退職し，再就職しない場合，Ａさんが退職後に受給できる特別支給の老齢厚生年金の

年金額（物価スライド特例年金額，平成21年度価額）を求めなさい。計算過程を示し，答

は円単位とすること。年金額の端数処理は，50円未満を切捨て，50円以上100円未満は100

円に切上げとし，計算過程における端数処理は，円未満を四捨五入すること。なお，計算

にあたっては，以下の＜条件＞と＜資料＞の計算式を利用すること。 

 

＜条件＞ 

（１） 厚生年金保険の被保険者期間 

・昭和43年４月～平成15年３月（420月） 

・平成15年４月～平成24年11月（63歳到達時点，116月） 

（２） 平均標準報酬月額および平均標準報酬額 

・平均標準報酬月額：390千円 

・平均標準報酬額 ：500千円 
 

＜資料＞ 特別支給の老齢厚生年金の計算式（物価スライド特例年金額，平成21年度価額） 

「特別支給の老齢厚生年金の年金額＝定額部分の額＋報酬比例部分の額＋加給年金額（注）」 

・定額部分の額＝1,676円×被保険者期間の月数×0.985 

・報酬比例部分の額＝(平均標準報酬月額×乗率×平成15年３月までの被保険者期間の月

数＋平均標準報酬額×乗率×平成15年４月以後の被保険者期間の月数)×1.031×0.985 

報酬比例部分の給付乗率（1,000分の） 

総報酬制導入前 総報酬制導入後 

新乗率 旧乗率 新乗率 旧乗率 

7.125 7.5 5.481 5.769 

（注）配偶者の加給年金額396,000円（物価スライド特例措置による平成21年度価額）

は，一定の要件を満たしている場合のみ加算すること。 

 



 －6－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

【第２問】 次の設例に基づいて，下記の各問（《問54》～《問56》）に答えなさい。 

《設 例》

Ａさんは，10年前から株式投資を始めたが，株式相場の下落により損失が発生してしまっ

た。今後は株式の発行企業の財務分析を行って長期的なスタンスでの成長株投資を行おう

と考えている。具体的には，下記Ｘ社の株式の購入を検討しているが，財務データの見方

について，ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。なお，▲はマイナスを

表している。 

 

【Ｘ社の財務データ】 (単位：百万円) 

  21 期 22 期  

 資 産 の 部 合 計 201,303 200,024  

 負 債 の 部 合 計 68,055 60,653  

 純資産の部合計 133,248 139,371  

 株 主 資 本 136,462 144,866  

 評価・換算差額等 ▲ 3,302 ▲ 5,595  

 

（
内 

訳
） 少 数 株 主 持 分 88 100  

 売 上 高 395,061 406,373  

 営 業 利 益 16,733 19,543  

 経 常 利 益 15,616 18,239  

 当 期 純 利 益 7,819 12,393  

 配 当 金 総 額 2,518 3,929  

 

上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。 

 

《問54》 企業全体の経営効率を測る代表的な指標である使用総資本事業利益率（ＲＯＡ）に関する

次の文章の空欄①～③に入る最も適切な語句を答えなさい。 

 

企業全体の経営効率を測る代表的な指標として，使用総資本事業利益率（ＲＯＡ：Return 

on Assets）があり，（ ① ）に受取利息および受取配当と有価証券利息を加えて算出さ

れる（ ② ）を使用総資本で除して，求めることができる。また，この指標は，売上高

（ ② ）率と（ ③ ）回転率に分解して要因分析を行うことができる。 

 



 －7－ 〈2009.9 １級・学科（応用）〉

《問55》 【Ｘ社の財務データ】に基づいて22期の①決算短信で公表される（自己資本は21期と22

期の平均を用いる）自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）と②サスティナブル成長率（ＲＯＥは

①で求めた数値を用いること）を求めなさい。計算過程を示し，計算結果における表示単

位の小数点以下第３位を四捨五入すること。 

 

《問56》 金融商品関連の法令に関する次の文章の空欄①～③に入る最も適切な語句を，下記の語

句群のなかから選び，解答用紙に記入しなさい。 

 

国民経済の発展と投資者保護に資することを目的とした（ ① ）では，企業内容等の

開示や金融商品取引業者等の行為規制，内部者取引の禁止などの禁止行為等を定めている。 

金融商品販売業者等に顧客に対する重要事項の説明義務等を課し，その違反により顧客

に生じた損害の救済を図っている（ ② ）では，金融商品販売業者等の無過失責任，顧

客の損害額の推定などを定めている。たとえば，金融商品販売業者等から断定的判断の提

供を受けて購入した金融商品について元本割れが生じた場合，顧客は，（ ② ）に基づい

て，元本欠損相当額の損害賠償を請求することができる。なお，同様の事例で，消費者が

事業者から断定的判断の提供を受け，誤認して金融商品の購入に関する契約を締結した場

合，消費者は，（ ③ ）により，当該契約を取り消して購入額の返還を請求することがで

きる。 
 

〈語句群〉

民法  商法  銀行法  証券取引法  保険業法   

金融商品の販売等に関する法律  消費者契約法  金融商品取引法   

犯罪による収益の移転防止に関する法律 

 



 －8－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

【第３問】 次の設例に基づいて，下記の各問（《問57》～《問59》）に答えなさい。 

《設 例》

小売業を営むＸ社（資本金100,000千円，青色申告法人，同族会社（特定同族会社，特殊

支配同族会社には該当しない）で非上場会社）の平成22年３月期（平成21年４月１日～平

成22年３月31日）における法人税の申告に係る資料は，以下のとおりである。なお，▲は

マイナスを表している。 

 

〈資料〉 

Ⅰ．平成22年３月期の損益計算書の一部（末尾抜粋） 

 税引前当期純利益 15,000千円  

 法人税・住民税および事業税 20,800千円  

 当期純利益 ▲5,800千円  

Ⅱ．平成22年３月期の法人税・住民税および事業税に関する事項 

(１) 20,800千円の内訳は，以下のとおりである。 

平成22年３月期の中間申告分法人税2,000千円，住民税380千円，事業税および

地方法人特別税600千円，預金の利子について源泉徴収（特別徴収）された所得税

90千円・道府県民税の利子割額30千円，平成22年３月期確定申告の見積納税額

17,700千円（未払法人税等の期末残高17,700千円） 

(２) 所得税額，道府県民税の利子割額は，当期の法人税額，道府県民税額よりそれ

ぞれ控除することを選択する。 

(３) 前期確定申告分法人税4,000千円，住民税760千円，事業税1,200千円は，未払法

人税等の期首残高5,960千円を取り崩して支払った。 

 

Ⅲ．平成22年３月期の役員に関する事項 

(１) Ｘ社は，取締役（使用人兼務役員ではない）３名に対して，使用人に対する賞

与の支給時期に合わせて，３名合計で平成21年７月に5,000千円，平成21年12月に

7,000千円をいずれも臨時の給与として支給している。 

(２) Ｘ社は，取締役Ａからその有する土地（通常の取引価額30,000千円）を10,000

千円で購入し，その購入価額をもって資産に計上した。 

なお，Ｘ社では，所轄税務署長に対して役員給与の事前確定届出給与の届出は行っ

ていない。 

 

Ⅳ．平成22年３月期の交際費等に関する事項 

当期における交際費等の金額は8,400千円で，全額，損金経理により支出している。

このうち，１人当たり5,000円以下の飲食費等（得意先との会食によるもので，もっ

ぱら社内の者同士で行うものは含まれておらず，所定の事項を記載した書類も保存さ

れている）の合計額200千円が含まれている。 

 

上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。 



 －9－ 〈2009.9 １級・学科（応用）〉

《問57》 Ｘ社の平成22年３月期の〈資料〉と以下の〈条件〉をもとに，同社に係る〈略式別表四

（所得の金額の計算に関する明細書）〉の空欄①～⑥に入る最も適切な数値を，解答用紙に

記入しなさい。なお，別表中の「＊＊＊」は，問題の性質上伏せてある。また，解答にあ

たっては，追加経済対策「租税特別措置法の一部を改正する法律」（平成21年６月26日施

行）の改正項目について考慮すること。 

 

〈条件〉 

・設例に示されている数値等以外の事項は，いっさい考慮しないこととする。 

・所得金額の計算上，選択すべき複数の方法がある場合は，Ｘ社にとって有利になるよう

な方法を選択すること。 
 

〈略式別表四（所得の金額の計算に関する明細書）〉 (単位 千円) 

区   分  総 額 

当期利益または当期欠損の額  （ ① ）

損金の額に算入した法人税（附帯税を除く） 2,000 

損金の額に算入した道府県民税（利子割額を除く）および市町村民税   380 

損金の額に算入した道府県民税利子割額    30 

損金の額に充当した納税充当金 17,700 

役員給与の損金不算入額 （ ② ）

交際費等の損金不算入額 （ ③ ）

土地受贈益認定額 （ ④ ）

加 
 
 

算 

小 計 ＊＊＊ 

納税充当金から支出した事業税等の金額 1,200 減 
算 小 計 1,200 

仮 計  ＊＊＊ 

法人税額から控除される所得税額  （ ⑤ ）

合 計  ＊＊＊ 

欠損金または災害損失金等の当期控除額  ― 

所得金額または欠損金額  （ ⑥ ）

 

《問58》 前問《問57》を踏まえ，Ｘ社が平成22年３月期の確定申告により納付すべき法人税額を

求めなさい。計算過程を示し，答は千円単位とすること。 
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《問59》 法人税における「欠損金の繰戻しによる還付」に関する次の文章の空欄①～③に入る最

も適切な語句または数値を下記の語句群のなかから選び，解答用紙に記入しなさい。ただ

し，平成21年２月１日以後に終了する事業年度を前提とする。 

 

（ ① ）等は，青色申告書を提出する各事業年度において生じた欠損金額がある場合に

は，一定の要件を満たせば，その欠損金をその事業年度開始の日前（ ② ）年以内に開

始したいずれかの事業年度に繰り戻して，法人税の還付を受けることができる。 

この繰戻し還付の制度は，平成４年４月１日から平成22年３月31日までの間に終了する

各事業年度において生じた欠損金（一定の場合を除く）についてその適用が停止されてい

たが，平成21年度税制改正によりその一部が復活した。 

たとえば，前期に所得金額が1,000千円発生し，これに対して220千円の法人税を納付し

た場合，当期の欠損金額が800千円生じたときには，この制度の適用を受けると（ ③ ）

千円の法人税の還付を受けられることになる。 
 

〈語句群〉

大企業  大法人  中小法人  １  ５  ７  176  220  800 
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＊下書き欄（解答は解答用紙に） 

 



 －12－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

【第４問】 次の設例に基づいて，下記の各問（《問60》～《問62》）に答えなさい。 

《設 例》

Ｘ社は，地元での営業活動を拡大するための拠点として，下記の土地の取得を検討して

いる。Ｘ社の代表取締役社長は，平成21年度の税制改正において「平成21年及び平成22年

に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」が創設されたことを知り，下記の土地の取

得に関してファイナンシャル・プランナーに相談することにした。 

 

 
部分 

項目 
甲の部分 乙の部分 丙の部分  

 面  積 250㎡ 150㎡ 100㎡  

 用途地域 商業地域 第１種住居地域 第１種低層住居専用地域  

 指定建ぺい率  80％  60％  50％  

 指定容積率 400％ 300％ 100％  

 防火規制 防火地域 準防火地域 指定なし  

※対象地は建ぺい率の計算における特定行政庁の指定を受けた角地である。 

※容積率の計算上，対象地は道路幅員に特別の数値を乗ずべき指定区域ではない。 

 

〈土地の概要〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。 

 

 

乙 

 

甲 

 

丙 

６ｍ市道 

10ｍ県道
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《問60》 創設された「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」に関

する次の記述の空欄①～③に入る最も適切な語句を，解答用紙に記入しなさい。 

 

法人が，（ ① ）から平成22年12月31日までの期間内に，国内にある土地等（棚卸資産

を除く）の取得をし，その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに納税地

の所轄税務署長にこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において，その

取得の日を含む事業年度終了の日後（ ② ）に，その法人の所有する他の一定要件を満

たす土地等を譲渡したときは，その先行して取得をした土地等について，他の土地等の譲

渡益の（ ③ ）相当額（土地等の先行取得が平成22年１月１日から平成22年12月31日ま

での期間内である場合には，100分の60相当額）を限度として，圧縮記帳ができる。 

 

《問61》 Ｘ社が設例の土地に，鉄筋コンクリート造の営業所（耐火建築物）を建築する場合，設

例の土地に適用される①建ぺい率の上限，②容積率の上限を求めなさい。計算過程を示し，

答は％表示とすること。 

 

《問62》 Ｘ社が土地を取得する際に係る登録免許税および不動産取得税に関する次の記述の空

欄①～③に入る最も適切な語句または数値を，下記の語句群のなかから選びなさい。 

 

Ｘ社が土地を取得し，不動産の登記をする際には，登録免許税が課される。課税主体は，

国で，課税標準は，原則として各（ ① ）に備えられている固定資産課税台帳に登録さ

れた固定資産税評価額である。平成21年４月１日から平成23年３月31日までの間に登記を

する際は，この登録免許税については，土地の売買を原因とする所有権の移転登記に係る

登録免許税の税率が，本則では1,000分の（ ② ）のところを，1,000分の10に減額され

る。 

また，Ｘ社が土地を取得した際には，原則として不動産取得税も課される。課税主体は，

不動産が所在する都道府県であり，課税標準は，原則として固定資産課税台帳に登録され

ている固定資産税評価額である。平成24年３月31日までの土地の取得については，標準税

率が，本則では100分の４のところを，100分の３とする特例および宅地や宅地比準土地の

取得に係る課税標準を価格の（ ③ ）とする特例がある。 
 

〈語句群〉

市町村  法務局  税務署  20  30  40  ２分の１  ３分の１   

６分の１ 
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【第５問】 次の設例に基づいて，下記の各問（《問63》～《問65》）に答えなさい。 

《設 例》

Ａさん（45歳）は，Ｘ社の専務取締役である。Ｘ社は，Ａさんの父親が35年前に創業し

た卸売業を営む会社であり，順調に業容を拡大し，現在は従業員（継続勤務）90人を抱え

る中堅会社にまで成長した。Ａさんの父親はＡさんを後継者として考えており，Ａさん自

身も将来，事業を継ぐことを承知している。 

とはいえ，Ａさんの父親は現在75歳と高齢であり，１年前に体調を崩して入院している

ことから，Ａさんは父親の健康面を心配すると同時に，事業承継を円滑に進めることがで

きるかどうか不安に思っている。 

そこでＡさんは，今後，経営権を握り思いどおりに経営を進めるために，Ｘ社による種

類株式の発行および金庫株を活用した既発行株式の買入れを検討することにした。 

なお，Ｘ社の財務内容，株主構成等は，以下のとおりである。 

 

（１） Ｘ社の貸借対照表の要約 

資産  1,000百万円    負債      700百万円 

資本金      50百万円 

利益剰余金   250百万円 

（２） 発行済株式総数 1,000株（普通株式，すべての株式について１株につき議決権は１つ）

（３） 株主  Ａさんの父親 600株， Ａさんの母親 100株， Ａさん 100株， 

Ａさんの叔父 100株， Ｂさん（Ａさんの友人） 100株 

（４） 繰延資産，資産評価差益はない。 

（５） Ｘ社は，発行する株式全部について譲渡制限の定めを設けている未上場会社である。

（６） Ｘ社の株式評価（相続税評価額）に関する資料 

・会社規模は「中会社の中」に該当する。 

・各比準要素および類似業種の株価（１株当たり資本金等の額50円換算の金額） 

  Ｘ社 類似業種  

 １株当たりの年配当金額 5.0円 3.3円  

 １株当たりの年利益金額 5円 22円  

 １株当たりの簿価純資産価額 300円 189円  

 類似業種の株価（課税時期の属する月） － 158円  

 類似業種の株価（課税時期の属する月の前月） － 161円  

 類似業種の株価（課税時期の属する月の前々月） － 184円  

 類似業種の株価（課税時期の属する月の前年平均） － 206円  

 

上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。 
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《問63》 Ａさんが検討している種類株式に関する次の記述の空欄①～③に入る最も適切な語句

または数値を，解答用紙に記入しなさい。 

 

１．会社法により，きめ細かい種類株式を発行することが可能となった。種類株式とは，

株主の権利の内容を異にする株式をいい，会社法では９つの種類株式を定めている。そ

の主なものは次のとおりである。 

・剰余金配当についての種類株式 

剰余金の配当に関する地位の優劣を定めた株式をいう。配当優先株式，配当劣後株

式がある。 

・残余財産の分配についての種類株式 

会社の清算時の残余財産の分配に関する地位の優劣を定めた株式をいう。残余財産

分配優先株式，残余財産分配劣後株式がある。 

・議決権制限株式 

（ ① ）において議決権を行使することができる事項について制限のある株式をい

う。すべての事項を制限対象とする場合，無議決権株式という。 

・譲渡制限株式 

株式の譲渡に関してその会社の承認が必要である株式をいう。すべての株式に譲渡

制限が付いている会社を会社法では（ ② ）でない株式会社，１株でも譲渡制限が

付いていない株式を発行している会社を（ ② ）という。 

２．種類株式のうち，無議決権株式の評価方法（相続税評価額）は，原則として議決権の

有無を考慮せずに評価するが，同族株主が相続または遺贈により取得した場合は一定の

条件のもとに原則的評価方式による評価額の（ ③ ）％を減額し，この減額した金額

を同族株主が当該相続または遺贈により取得した議決権のある株式の原則的評価方式に

よる評価額に加算する（全体の株式評価額は変わらない）ことができる。 

 

《問64》 仮に，Ａさんの父親に相続が発生した場合，Ｘ社の類似業種比準方式による１株当たり

の株価を求めなさい。計算過程を示し，答は円単位とすること。端数処理は，計算過程に

おいて各要素別比準割合および比準割合は小数点第２位未満を，１株当たり資本金等の額

50円当たりの類似業種比準価額は10銭未満を，Ｘ社株式の１株当たりの類似業種比準価額

は円未満をそれぞれ切り捨てること。 
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《問65》 種類株式発行について株主に内々に打診したところ，株主のＢさん（Ａさんの友人）は

継続保有の意思がなく，Ａさんに買い取ってほしいとのことである。Ａさんは，買取資金

がないため，Ｘ社が金庫株として買い取ることを検討している。 

  Ｘ社が１株当たり200千円でＢさん所有の全株（100株）を買い取った場合，Ｂさんに課

税される①みなし配当金額を求め，②課税方法を簡潔に説明しなさい。①は，計算過程を

示し，答は円単位とすること。なお，Ｘ社が買い取る１株当たり200千円の価額は，金庫

株として適正な時価である。また，Ｂさんの１株当たりの取得価額は50千円とする。 

 



 

＊下書き欄（解答は解答用紙に） 

 



 

＊下書き欄（解答は解答用紙に） 

 

 



〈資 料〉 

 

●所得税の速算表 ●住民税の速算表 

課税総所得金額 税率 控除額  課税総所得金額 税率 控除額 

 千円超 千円以下 ％ 千円   千円超 千円以下 ％ 千円

   1,950  5 －  一律 10 － 

 1,950 ～ 3,300 10 97.5     

 3,300 ～ 6,950 20 427.5     

 6,950 ～ 9,000 23 636     

 9,000 ～ 18,000 33 1,536     

 18,000 ～ 40 2,796     

 

●公的年金等控除額 

受給者の年齢 
その年中の公的年金等の 
収入金額の合計額(Ａ) 

公的年金等控除額 

 3,300千円未満 1,200千円 

3,300千円以上 4,100千円未満 (Ａ)×25％＋375千円 

4,100千円以上 7,700千円未満 (Ａ)×15％＋785千円 
65歳以上の人 

7,700千円以上 (Ａ)×５％＋1,555千円 

 1,300千円未満 700千円 

1,300千円以上 4,100千円未満 (Ａ)×25％＋375千円 

4,100千円以上 7,700千円未満 (Ａ)×15％＋785千円 
65歳未満の人 

7,700千円以上 (Ａ)×５％＋1,555千円 

 

●給与所得控除額 

給与収入金額 給与所得控除額 

 千円超 千円以下  

   1,800 
収入金額×40％ 

（650千円に満たないときは650千円）

 1,800 ～ 3,600 収入金額×30％＋180千円 

 3,600 ～ 6,600 収入金額×20％＋540千円 

 6,600 ～ 10,000 収入金額×10％＋1,200千円 

 10,000 収入金額×５％＋1,700千円 

 



●相続税の速算表 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 

  10,000千円以下 10％ － 

 10,000千円超 30,000千円以下 15％ 500千円 

 30,000千円超 50,000千円以下 20％ 2,000千円 

 50,000千円超 100,000千円以下 30％ 7,000千円 

 100,000千円超 300,000千円以下 40％ 17,000千円 

 300,000千円超 50％ 47,000千円 

 

●贈与税の速算表 

基礎控除および配偶者控除後の課税価格 税率 控除額 

  2,000千円以下 10％ － 

 2,000千円超 3,000千円以下 15％ 100千円 

 3,000千円超 4,000千円以下 20％ 250千円 

 4,000千円超 6,000千円以下 30％ 650千円 

 6,000千円超 10,000千円以下 40％ 1,250千円 

 10,000千円超 50％ 2,250千円 

 

●普通法人における法人税の税率表 

 課税所得金額の区分 税率 

資本金または出資金１億円超の法人 所得金額 30％ 

年8,000千円以下の所得金額

からなる部分の金額 
18％ 

その他の法人 
年8,000千円超の所得金額 

からなる部分の金額 
30％ 

 


